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・ご来場者様へのお土産のご用意はございませ
んので、予めご了承ください。

・ご来場いただけない場合は、インターネット
等または議決権行使書のご返送による議決権
行使をぜひご活用ください。

○開催日時
2026年３月27日（金曜日）午前10時
（受付開始 午前９時）

○開催場所
東京都中央区日本橋茅場町三丁目２番10号
鉄鋼会館 ８階 801会議室

○決議事項
第１号議案…剰余金処分の件
第２号議案…取締役５名選任の件
第３号議案…当社株券等の大量買付行為への

対応方針（買収への対応方針）
更新の件
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（証券コード 5302）
2026年３月5日

株 主 各 位
東京都中央区八丁堀一丁目10番７号
日 本 カ ー ボ ン 株 式 会 社
代表取締役社長 宮 下 尚 史

第167回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第167回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本株主総会の招集に際しましては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事
項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載して
おりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申しあ
げます。

【当社ウェブサイト】
https://www.carbon.co.jp/topics/
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「第167回定時株主総会招集ご通知」および「第167
回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項」を順に選択いただき、ご確認くださ
い。）

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「日本カーボン」又は
「コード」に当社証券コード「5302」を入力・検索し、「基本情報」,「縦覧書類/PR情報」
を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認くだ
さい。）

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット等または書面（郵送）によって議決権を行
使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討の上、2026年３月26日
（木曜日）午後５時30分必着にて議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬 具
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記

１．日 時 2026年３月27日（金曜日）午前10時（受付開始 午前９時）

２．場 所 東京都中央区日本橋茅場町三丁目２番10号
鉄鋼会館 ８階 801会議室

３．会議の目的事項
報 告 事 項 第167期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計算

書類および計算書類の内容並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類
監査結果報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 当社株券等の大量買付行為への対応方針（買収への対応方針）更新の件

４．議決権行使についてのご案内
（1）議決権行使書面において、各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたも

のとして取り扱わせていただきます。
（2）当日代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主様１名に委任する

ことができます。この場合は、代理権を証明する書面（委任状など）をご提出ください。
（3）電子提供措置事項のうち、「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

の概要」、「株式会社の支配に関する基本方針」、「連結株主資本等変動計算書」、「連結
注記表」、「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」につきましては、法令および
定款第17条第２項の規定に基づき当社ウェブサイト（https://www.carbon.co.jp/topi
cs/）および東京証券取引所ウェブサイト（https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK
010010Action.do?Show=Show）に掲載しており、ご送付している書面には記載して
おりません。なお、これらの事項は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告を
作成するに際して監査した事業報告、連結計算書類および計算書類に含まれております。

（4）電子提供措置事項に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト（https://www.carbon.co.
jp/topics/） および東京証券取引所ウェブサイト（https://www2.jpx.co.jp/tseHpFr
ont/JJK010010Action.do?Show=Show）においてその旨、修正前および修正後の事項
を掲載いたします。

以 上
当日ご出席の際は、お手数ながら本招集通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受

付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
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議 決 権 行 使 書 　

御中○○○○

××××年　×月××日

○○○○○○○

）
線
取
切
（

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討の上、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげ
ます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

インターネット等および書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取
り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り
扱いいたします。

株主総会に
ご出席される場合

インターネット等で議決権
を行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

2026年３月27日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

日　時 行使期限 行使期限

2026年３月26日（木曜日）
午後５時30分入力完了分まで

2026年３月26日（木曜日）
午後５時30分到着分まで

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示の上、ご返送くだ
さい。

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

※議決権行使書はイメージです。

こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１・３号議案

第２号議案

反対する候補者の番号を
ご記入ください。

「賛」の欄に〇印
「否」の欄に〇印

「賛」の欄に〇印

「賛」の欄に〇印をし、
「否」の欄に〇印

● 賛成の場合
● 反対する場合

● 全員賛成の場合
● 全員反対する場合

● 一部の候補者を反対する場合
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インターネット等による議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行
使ウェブサイトにログインすることができます。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

御中○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書

○○○○○○○

1.　

2.

3.

4.　
）
線
取
切
（

「スマート行使」での議決権行使は1回のみです。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン
いただき、再度、議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

インターネット等による議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル
0120-768-524

（受付時間　９：00～21：00）

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。
2

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。
3

※操作画面はイメージです。

○○○○○○○

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード 「次へすすむ」をクリック

「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック

「初期パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

― 4 ―
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「スマート行使®」＆アンケート回答で
QUOカード500円分が当たる！

当社では、議決権をご行使いただいた全ての株主様への御礼とし
て、行使方法（郵送・インターネット（PC、スマート行使®））に
かかわらず、QUOカード500円分を進呈しております。本年は、
スマートフォン用議決権行使サイト「スマート行使®」にて議決権
を行使いただいた後に、アンケートにご回答いただいた株主様に、
抽選でQUOカード500円分を追加で進呈いたします。

スマート行使®の議決権行使、アン
ケートご回答は、１回のみ可能です。

ご応募期限

議決権行使期限までです。
議決権行使期限は招集ご通知または議決権行使書面
をご覧ください。

賞品 QUOカード500円分
抽選割合 応募者10名様につき１名様
賞品発送時期 株主総会開催月の翌月末頃

（当選は発送をもって代えさせていただきます。）

本キャンペーンに関する留意事項および個人情報の取り扱いについて
●本キャンペーン企画（以下、本企画）は日本カーボン株式会社（以下、当社）が主催しております。●当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
●本企画にご応募される株主様は、株主様が抽選・賞品発送に必要となる応募情報、ご自身の住所、氏名、株主番号およびスマート行使®の利用の有無等（以下、応募
株主個人情報等）を当社に提供することに同意したものとみなします。●当社は、株主名簿管理人であるみずほ信託銀行株式会社から、応募株主個人情報等の提供を受
け、抽選、当選通知、賞品の発送およびお問い合わせへの対応のため利用します。また、当社は、応募株主個人情報等およびアンケートに記入された株主様の情報（以下、
本情報と総称）を、本企画の効果分析の目的で個人を特定しない統計的情報として利用することがあります。当社は、本情報を、株主様のご同意なしにこれらの目的以
外に利用することはありません。当社は、本情報を、株主様のご同意なしに参加発行会社を除く第三者に開示することはありません。●本企画は予告なく中止する場合
があります。

スマート行使® アンケート回答 抽選で当たる
議決権行使書のQRコードを
読み取り、「スマート行使®」
にて議決権を行使する。

議決権行使後、画面に表示
されるアンケートに回答す
る。

当選された方は後日QUOカ
ードを郵便で受けとる。

応
募
・
抽
選
の
流
れ

本キャンペーンに関する
お問い合わせ先

みずほ信託銀行　
証券代行部 0120-018-324 （平日９：00～17：00）

STEP 01 STEP 02 STEP 03
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事 業 報 告

（自2025
至2025

年
年

１
12

月
月

１
31

日
日）

１．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過およびその成果

当連結会計年度の世界経済は、米国の通商政策の転換等を背景に成長が鈍化し、対米輸出
関連企業の事業活動にも一部に停滞感が見られました。
このような事業環境の中、当社グループは、2025年度を初年度とする中期経営方針「GO

BEYOND 2030」に基づき、「収益性の向上」「サステナビリティ経営の推進」および「株
主還元の強化」を重点課題に掲げ、諸施策を推進してまいりました。
この結果、当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度比0.6％減の377億３千５百万円

（単体は前期比9.8％減の210億８千７百万円）となりました。損益面につきましては、経常
利益は、前連結会計年度比23.7％減の51億３百万円（単体は前期比30.2％減の28億６千２
百万円）、親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度比18.4％増の48億３千万円
（単体は前期比25.8％増の38億７千７百万円の当期純利益）となりました。

当社グループのセグメント別の状況は次のとおりであります。
（単位：百万円）

セ グ メ ン ト の 名 称 売 上 高 増 減 率 （％） 生 産 高 増 減 率 （％）

炭 素 製 品 関 連 32,397 △5.7 28,490 △10.5

炭 化 け い 素 製 品 関 連 4,128 52.9 3,873 32.3

そ の 他 1,209 36.7 1,209 36.6

合 計 37,735 △0.6 33,573 △5.8
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［炭素製品関連］
ファインカーボン関連製品につきましては、成長が期待されたパワー半導体の失速等により

低迷し、売上高は減少しました。他方、電極材関連製品につきましては、米国関税の影響はあ
りましたが、北米向けを中心とする人造黒鉛電極の輸出増により、売上高は増加しました。
この結果、売上高は323億９千７百万円（前連結会計年度比5.7％減）、営業利益は29億９千

万円（前連結会計年度比42.5％減）と減収減益になりました。

［炭化けい素製品関連］
炭化けい素連続繊維製品につきましては、堅調な航空産業向け需要を取り込むため、最大限

の生産能力による対応を図りました。
この結果、売上高は41億２千８百万円（前連結会計年度比52.9％増）、営業利益は14億７千

９百万円（前連結会計年度比72.9％増）と増収増益になりました。

［その他］
その他の事業につきましては、産業用機械において資材価格やエネルギー価格が高止まりす

る中、製造コストの削減と売価是正に努め、収益性の改善を図りました。
この結果、売上高は12億９百万円（前連結会計年度比36.7％増）、営業利益は３億３千万円

（前連結会計年度比35.6％増）と増収増益になりました。

（2）設備投資等の状況
当連結会計年度に実施いたしました設備投資の総額は、39億２千６百万円（有形固定資

産38億９千５百万円、無形固定資産３千１百万円）であり、その主なものは受注増への対
応と生産性向上を目的とした設備拡充や生産能力維持のための設備更新によるものでありま
す。

① 当連結会計年度中に完成した主要設備
当社滋賀工場 （炭素製品関連事業） 炭素繊維製造設備 増強・更新工事
当社白河工場 （炭素製品関連事業） 炭素繊維製造設備 更新工事
当社富山工場 （炭素製品関連事業） 電極材製造設備 更新工事
当社テクニカルセンター （炭素製品関連事業） 試験用設備 新設工事
日本テクノカーボン株式会社 （炭素製品関連事業） 特殊炭素製造設備 増強工事

② 当連結会計年度において継続中の主要設備の新設・拡充
生産能力に重要な影響をおよぼす継続中の主要設備の新設・拡充はありません。
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③ 重要な固定資産の売却、撤去、滅失
生産能力に重要な影響をおよぼす固定資産の売却、撤去または滅失はありません。

（3）資金調達の状況
当連結会計年度は、社債または新株式の発行などによる資金調達は行っておりません。

（4）対処すべき課題
中期経営方針「GO BEYOND 2030」において、当社グループは、様々な社会課題の顕

在化が想定される2030年を最終年度と定め、当社の経営理念である「愛と科学の社会を目
指す、夢と技術のある会社」のもと、企業の持続的成長とサステナブルな社会の実現を目指
すことを重要課題としております。事業につきましては、為替リスクや各国の政策による世
界経済の変動などが懸念されるものの、売上拡大を目指し、収益力の強化に努めてまいりま
す。また、GHG排出量の削減など、カーボンニュートラル社会の実現へ貢献してまいりま
す。

《中期経営方針「GO BEYOND 2030 〜収益性向上とサステナビリティ経営の両立〜」》
ア．収益性の向上

製品 基本方針および具体的施策
ファインカーボン
関 連 製 品

・国内および海外でのシェア拡大
・積極的な経営資源の投入と製造コスト削減の実施

電 極 材
関 連 製 品

・需要に応じた最適生産体制の確立
・徹底的なコスト削減の実施
・電極の販路見直し

炭 化 け い 素
関 連 製 品 ・需要増加に対応するための人材確保および安全操業の実現

新 規 事 業 ・パワー半導体関連製品の事業化
・カーボンニュートラルに係る事業の創出
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イ．サステナビリティ経営の推進
項目 基本方針および具体的施策

カーボンニュート
ラルへの貢献

・GHG排出量削減の実現
・当社グループ製品を通じてのカーボンニュートラル社会の実現

人 材 確 保
お よ び 育 成

・社員のエンゲージメント向上に向けた取組みの推進
・多様な人材が活躍できる企業風土の醸成

ウ．株主還元の強化
項目 基本方針および具体的施策

安定配当政策 ・事業利益の安定的な配当原資としての活用と収益性の向上
機 動 的 な
株 主 還 元 ・業績、財務状況および経営環境を勘案し、機動的に株主還元を検討

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し
あげます。
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（5）財産および損益の状況の推移
① 当社および子会社からなる企業集団の財産および損益の状況の推移

年 度
区 分

2022年度
第164期

2023年度
第165期

2024年度
第166期

2025年度
第167期

（当連結会計年度）
売 上 高（百万円） 35,799 37,867 37,956 37,735

経 常 利 益（百万円） 5,042 7,115 6,692 5,103
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益（百万円） 3,194 4,050 4,078 4,830

１株当たり当期純利益 （円） 289.24 366.75 369.03 436.91

純 資 産（百万円） 53,210 57,681 60,819 63,607

総 資 産（百万円） 74,181 78,466 82,348 85,607

（注）１株当たり当期純利益は期中平均株式数に基づいて算出しております。

② 当社の財産および損益の状況の推移

年 度
区 分

2022年度
第164期

2023年度
第165期

2024年度
第166期

2025年度
第167期

（当事業年度）
売 上 高（百万円） 21,979 23,592 23,384 21,087

経 常 利 益（百万円） 3,342 4,708 4,101 2,862

当 期 純 利 益（百万円） 2,514 3,253 3,083 3,877

１株当たり当期純利益 （円） 227.70 294.62 278.97 350.70

純 資 産（百万円） 39,955 42,924 44,349 45,116

総 資 産（百万円） 52,820 55,829 57,819 57,060

（注）１株当たり当期純利益は期中平均株式数に基づいて算出しております。
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（6）重要な親会社および子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 子会社の状況
（2025年12月31日現在）

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容
％

日 本 カ ー ボ ン
エンジニアリング株式会社 48百万円 100.0 炭素製品の販売および製造

産業機械の販売および製造
株 式 会 社 日 花 園 16百万円 100.0 その他

中 央 炭 素 股 份 有 限 公 司 23百万新台湾ドル 60.0 炭素製品の販売および製造

日本テクノカーボン株式会社 493百万円 50.0 炭素製品の販売および製造

株 式 会 社 Ｎ Ｔ Ｃ Ｍ 60百万円 50.0
（50.0） 炭素製品の製造

Ｎ Ｇ Ｓ ア ド バ ン ス ト
フ ァ イ バ ー 株 式 会 社 1,150百万円 50.0 炭化けい素製品の販売および製造

Nippon Carbon Europe GmbH 25,000ユーロ 100.0 炭素製品の販売

NIPPON CARBON OF AMERICA, LLC 750,000ドル 100.0 炭素製品の販売

Nippon Carbon Shanghai Co., Ltd. 3,000,000人民元 100.0 炭素製品の販売

（注）当社の出資比率の（ ）内は、間接所有出資比率で内数であります。
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（7）主要な事業内容（2025年12月31日現在）
当社グループの事業および主要製品は、次のとおりであります。

事 業 区 分 部 門 主 要 製 品

炭 素 製 品
関 連 事 業

電 極 材 電気製鋼炉用人造黒鉛電極、黒鉛粉、リチウムイオン電池負極材、ニカビーズ
（導電性フィラー、微量分析用材料）

フ ァ イ ン
カ ー ボ ン

カーボロン（汎用炭素繊維および黒鉛繊維）、CCM（炭素繊維強化炭素複合材
料）、SCカーボン（高機能複合摺動材料）、カーベスト（含樹脂黒鉛繊維製パッ
キング）、ニカフィルム（可撓性黒鉛シール材）、半導体用高純度および超高純
度等方性黒鉛、電刷子、放電加工用電極、カーボン治具、ベスコート（SiCコ
ート黒鉛製品）、機械用カーボン、原子炉用高純度黒鉛、電解用電極、高温炉
内カーボン部品、その他の特殊炭素製品、レスボン（化学構造用不浸透黒鉛製
品）

炭化けい素
製 品 事 業

ニカロン（炭化けい素連続繊維）、
ハイニカロン、ハイニカロン・タイプＳ（超耐熱性炭化けい素連続繊維）

そ の 他 の
事 業 産業機械の製造および修理、不動産賃貸、駐車場経営

（8）主要な営業所および工場等（2025年12月31日現在）
① 当社の事業所

本社（東京都中央区）、大阪支店（大阪市北区）、名古屋営業所（名古屋市中区）、韓国
連絡事務所（大韓民国ソウル市）
富山工場（富山県富山市）、滋賀工場（滋賀県近江八幡市）、白河工場（福島県白河市）、
テクニカルセンター（滋賀県近江八幡市）

② 子会社の事業所
（国内）日本カーボンエンジニアリング株式会社（富山県富山市）、日本テクノカーボ

ン株式会社（宮城県黒川郡）、株式会社ＮＴＣＭ（宮城県黒川郡）、ＮＧＳアド
バンストファイバー株式会社（富山県富山市）、株式会社日花園（滋賀県近江
八幡市）

（海外）中央炭素股份有限公司（中華民国台北市）、Nippon Carbon Europe GmbH
（Bonn, Germany）、NIPPON CARBON OF AMERICA, LLC（Humble,
TX, USA）、Nippon Carbon Shanghai Co., Ltd.（Shanghai, China）
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（9）従業員の状況（2025年12月31日現在）
事 業 セ グ メ ン ト 従 業 員 数（人） 前期末比増減数（人）

炭 素 製 品 関 連 事 業 557 （45） △1 （1）

炭 化 け い 素 製 品 事 業 65 （3） 5 （1）

そ の 他 の 事 業 45 （4） 2 （−）

合 計 667 （52） 6 （2）

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
２．従業員数は当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外からの受入出向者を含めて記載してお

ります。

（10）主要な借入先（2025年12月31日現在）
借 入 先 借 入 残 高

百万円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 3,120

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 2,290

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,750

株 式 会 社 滋 賀 銀 行 570

2026年02月18日 14時01分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



招
集
ご
通
知

監
査
報
告
書

計
算
書
類

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

― 14 ―

２．株式に関する事項（2025年12月31日現在）
（1）発行可能株式総数 40,000,000株
（2）発行済株式の総数 11,102,488株（自己株式730,016株を除く）
（3）株主数 21,353名
（4）大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
株 ％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,418,500 12.78
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 550,448 4.96
Ｓ Ｅ Ｃ カ ー ボ ン 株 式 会 社 444,200 4.00

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 426,079 3.84

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （信 託 口） 315,100 2.84

KOREA SECURITIES DEPOSITORY-MERITZ 296,700 2.67

日 本 カ ー ボ ン 共 栄 持 株 会 155,400 1.40

JP MORGAN CHASE BANK 385781 143,461 1.29

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 118,788 1.07

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 99,585 0.90

（注）持株比率は自己株式（730,016株）を控除して計算しております。
なお、2025年12月31日現在の株主名簿上の当社名義株式数は730,116株であり、この内、当社が実質保
有する株式数は730,016株であります。これに、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式数45,600株
を加えた自己株式の実質保有残高は775,616株であります。

（5）当期中に職務執行の対価として役員に交付した株式の状況
当社は、2017年３月29日開催の第158回定時株主総会決議に基づき、取締役の中長期的

な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式
報酬制度「株式給付信託（BBT）」を導入しております。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役に

対して、当社が定める役員株式給付規定に従って、当社株式および当社株式を時価で換算し
た金額相当の金銭が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役
が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。
当期においては、当期中に退任した取締役１名に対し、職務執行の対価として1,200株を

給付しております。
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３．会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

４．会社役員に関する事項
（1）取締役および監査役の氏名等 （2025年12月31日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 宮 下 尚 史

取 締 役 浦 野 章 専務執行役員電極材事業ユニット長

取 締 役 片 山 有 里 子

取 締 役 田 中 義 和

常 勤 監 査 役 木 下 三 平

監 査 役 佐 々 木 光 雄

監 査 役 鈴 木 昭

（注）１．取締役片山有里子氏および田中義和氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役佐々木光雄氏および鈴木昭氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．監査役佐々木光雄氏は、公認会計士および税理士であり、財務および会計に関する相当程度の知見を

有しております。
４．監査役鈴木昭氏は、管理者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、財務および会計に関する

相当程度の知見を有しております。
５．2025年3月28日付で、田中義和氏は監査役から取締役に就任いたしました。
６．当社は、取締役片山有里子氏および取締役田中義和氏並びに監査役佐々木光雄氏および監査役鈴木昭

氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
７．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、

被保険者が負担することとなる損害賠償請求に起因する損害および損害賠償請求によって生じた争訟
費用を当該保険契約により補填することとしております。
当該保険契約の被保険者は当社の取締役および監査役であります。
当該保険契約の保険料の約９%は被保険者が負担しております。

８．当社と各社外取締役および各社外監査役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第
423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としてお
ります。
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（2）取締役および監査役の報酬等の額
① 当事業年度に係る報酬等の額

役 員 区 分 報酬等の総額
（百万円）

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 （百 万 円） 対 象 と な る
役 員 の 員 数

（名）基 本 報 酬 業 績 連 動
報 酬 等

非 金 銭
報 酬 等

取 締 役
（うち社外取締役）

151
（16）

100
（10）

36
（3）

14
（2）

5
（3）

監 査 役
（うち社外監査役）

26
（9）

25
（9）

1
（0）

−
（−）

4
（3）

合 計
（う ち 社 外 役 員）

178
（26）

126
（19）

37
（4）

14
（2）

9
（6）

② 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を取締役会において定め
ており、役員報酬は、役職に応じた基本報酬と業績連動報酬等および非金銭報酬等から
構成されております。

③ 基本報酬に関する事項
基本報酬は、役位に応じた額を定めており、その割合は、会長90、社長100、副社長
75、取締役38、社外取締役8、監査役25であります。

④ 業績連動報酬等に係る事項
業績連動報酬にかかる業績指標は、次のとおりであります。
・当期連結経常利益（5,103百万円）
・連結売上高前期比伸長率と連結営業利益前期比伸長率の平均値（△12.24％）
・株主価値（株価）前期比伸長率（△12.66％）

当該指標を選択した理由は、株主の皆様との価値共有、企業価値向上および株価上昇に
対するインセンティブ付与の観点からであります。
当社の業績連動報酬は、役位別に定める賞与基本額と上記業績指標別数値に夫々定める
支給率（０％〜400％）を乗じたもので算定されております。
なお、監査役は基本報酬月額の50％程度の固定賞与としております。

⑤ 非金銭報酬等の内容
非金銭報酬等の内容は業績連動型株式報酬制度に従って給付される当社株式および当社
株式を時価で換算した金額相当の金銭であり、役位に応じた給付株数と中長期（３年）
の株価の変動率による支給係数で算定されております。
当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭の給付を受ける時期は、原則
として取締役の退任時となります。
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⑥ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る事項
取締役会は、取締役の賞与の額を、取締役報酬算定規定に従い算定し、諮問委員会の諮
問を経た上で決定しております。

⑦ 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等については、前述の「役員報酬等の内容の決定に関する方針
等」を踏まえ、取締役報酬算定規定に従い算定されており、諮問委員会の答申を受けて
取締役会で決議しているため、内容が本方針に沿うものであると判断しています。

⑧ 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2007年３月29日開催の第148回定時株主総会において、年
額300百万円を限度とすることが定められております。
当該株主総会終結時の取締役の員数は８名です。
監査役の金銭報酬の額は、2007年３月29日開催の第148回定時株主総会において、年
額50百万円を限度とすることが定められております。
当該株主総会終結時の監査役の員数は３名です。
取締役の非金銭報酬の額は、2017年３月29日開催の第158回定時株主総会において、
取締役の金銭報酬の額とは別枠で、当社が定める役員株式給規定に従い当社株式および
当社株式を時価で換算した金額相当の金銭を給付することが定められています。
当該株主総会終結時の取締役の員数は８名です。
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（3）社外役員に関する事項
① 取締役 片山 有里子
ア．他の法人等の社外役員の兼任状況および当社との関係

他の法人等の社外役員の兼任はありません。
イ．当事業年度における主な活動状況

当事業年度に開催された取締役会18回の全てに出席いたしました。
主に弁護士としての専門的見地から積極的に意見を述べており、専門的な立場から監
督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果た
しております。

② 取締役 田中 義和
ア．他の法人等の社外役員の兼任状況および当社との関係

他の法人等の社外役員の兼任はありません。
イ．当事業年度における主な活動状況

当事業年度の監査役任期中に開催された取締役会5回および監査役会６回の全てに出
席いたしました。また、取締役就任以後に開催された取締役会13回の全てに出席い
たしました。
経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、積極的に意見を述べており、適宜、必
要な監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割
を果たしております。

③ 監査役 佐々木 光雄
ア．他の法人等の社外役員の兼任状況および当社との関係

他の法人等の社外役員の兼任はありません。
イ．当事業年度における主な活動状況

当事業年度に開催された取締役会18回および監査役会24回の全てに出席いたしまし
た。
公認会計士・税理士として専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定
の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において
当社の内部監査について適宜、必要な発言を行っております。

④ 監査役 鈴木 昭
ア．他の法人等の社外役員の兼任状況および当社との関係

他の法人等の社外役員の兼任はありません。
イ．当事業年度における主な活動状況

2025年3月28日就任以後、当事業年度に開催された取締役会13回および監査役会18
回の全てに出席いたしました。
管理者としての豊富な経験と幅広い見識から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性
を確保するための発言を行っております。また、監査役会において当社の内部監査に
ついて適宜、必要な発言を行っております。
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５．会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

仰星監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 58 百万円

当社および当社子会社が支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額 66 百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法
上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、かつ実質的にも区分できないことから、上記金額は
これらの合計額を記載しています。

２．当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監
査項目別監査時間および監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度
の監査時間および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第
399条第１項の同意判断をしています。

（3）非監査業務の内容
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の監査証明業務以外の業務を委託

しておりません。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場

合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき
当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認

められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査
人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株
主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。

（5）責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2025年12月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 49,082 流 動 負 債 18,639
現 金 及 び 預 金

受取手形、売掛金及び契約資産

電 子 記 録 債 権

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

未 収 還 付 法 人 税 等

そ の 他 の 流 動 資 産

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物

機 械 装 置 及 び 炉

車 両 及 び 工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他 の 投 資

貸 倒 引 当 金

15,180

11,371

2,254

3,451

12,233

3,959

20

619

△8

36,525
23,250
7,644

10,815

775

3,582

432

137
13,137
10,197

680

2,262

△2

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 2,906
電 子 記 録 債 務 598
短 期 借 入 金 10,151
未 払 費 用 718
未 払 法 人 税 等 1,887
前 受 金 432
賞 与 引 当 金 222
役 員 賞 与 引 当 金 49
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 10
受 注 損 失 引 当 金 16
そ の 他 の 流 動 負 債 1,645

固 定 負 債 3,360
長 期 借 入 金 180
繰 延 税 金 負 債 1,124
退 職 給 付 に 係 る 負 債 758
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 36
役 員 株 式 給 付 引 当 金 69
環 境 対 策 引 当 金 1
火 災 損 失 引 当 金 768
資 産 除 去 債 務 62
そ の 他 の 固 定 負 債 358

負 債 合 計 22,000
純 資 産 の 部

株 主 資 本 50,367
資 本 金 7,402
資 本 剰 余 金 7,858
利 益 剰 余 金 37,074
自 己 株 式 △1,967

その他の包括利益累計額 4,026
その他有価証券評価差額金 3,022
為 替 換 算 調 整 勘 定 1,028
退職給付に係る調整累計額 △25

非 支 配 株 主 持 分 9,213
純 資 産 合 計 63,607

資 産 合 計 85,607 負 債 及 び 純 資 産 合 計 85,607
※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（自2025
至2025

年
年

１
12

月
月

１
31

日
日）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 37,735
売 上 原 価 27,477

売 上 総 利 益 10,257
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,448

営 業 利 益 4,809
営 業 外 収 益

受 取 利 息 9
受 取 配 当 金 361
為 替 差 益 207
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 100
受 取 保 険 金 43
そ の 他 の 営 業 外 収 益 120 843

営 業 外 費 用
支 払 利 息 112
固 定 資 産 除 却 損 61
休 止 設 備 関 連 費 用 270
そ の 他 の 営 業 外 費 用 104 549
経 常 利 益 5,103

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 3,530 3,530

特 別 損 失
火 災 損 失 803 803
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 7,829
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,586
法 人 税 等 調 整 額 △145 2,441
当 期 純 利 益 5,388
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 557

親会社株主に帰属する当期純利益 4,830
※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2025年12月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 28,356 流 動 負 債 9,059
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
短 期 貸 付 金
そ の 他 の 流 動 資 産

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 炉
車両及び工具器具備品
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
その他の無形固定資産

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
そ の 他 の 投 資
貸 倒 引 当 金

8,053
80

862
8,332
1,304
6,576
1,471
129

1,200
345

28,703
14,630
3,170
7,815
388

3,166
90
64
57
7

14,008
8,167
3,116
500

6
2,220
△2

電 子 記 録 債 務
買 掛 金
短 期 借 入 金
未 払 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
前 受 金
賞 与 引 当 金
役 員 賞 与 引 当 金
設備関係電子記録債務
そ の 他 の 流 動 負 債

固 定 負 債
長 期 借 入 金
繰 延 税 金 負 債
退 職 給 付 引 当 金
役員株式給付引当金
環 境 対 策 引 当 金
火 災 損 失 引 当 金
長 期 預 り 保 証 金
資 産 除 去 債 務
そ の 他 の 固 定 負 債

301
2,533
3,451
476
389

1,330
114
109
37

229
85

2,884
180

1,163
299
69
0

784
261
60
65

負 債 合 計 11,943
純 資 産 の 部

株 主 資 本 42,096
資 本 金 7,402
資 本 剰 余 金 7,858
資 本 準 備 金 1,851
そ の 他 資 本 剰 余 金 6,007

利 益 剰 余 金 28,803
そ の 他 利 益 剰 余 金 28,803
繰 越 利 益 剰 余 金 28,803

自 己 株 式 △1,967
評 価 ・ 換 算 差 額 等 3,020

その他有価証券評価差額金 3,020
純 資 産 合 計 45,116

資 産 合 計 57,060 負 債 及 び 純 資 産 合 計 57,060
※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（自2025
至2025

年
年

１
12

月
月

１
31

日
日）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 21,087
売 上 原 価 15,356

売 上 総 利 益 5,731
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,742

営 業 利 益 1,988
営 業 外 収 益

受 取 利 息 39
受 取 配 当 金 659
為 替 差 益 198
そ の 他 の 営 業 外 収 益 66 964

営 業 外 費 用
支 払 利 息 40
固 定 資 産 除 却 損 15
支 払 手 数 料 19
そ の 他 の 営 業 外 費 用 15 91
経 常 利 益 2,862

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 3,530 3,530

特 別 損 失
火 災 損 失 820 820
税 引 前 当 期 純 利 益 5,572
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,823
法 人 税 等 調 整 額 △128 1,694
当 期 純 利 益 3,877

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年２月25日

日本カーボン株式会社
取 締 役 会 御 中

仰星監査法人
東 京 事 務 所

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 川 﨑 浩

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 道 浦 功 朗

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、日本カーボン株式会社の2025年1

月1日から2025年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、日本カーボン株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結
計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の
責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内
容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
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連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過
程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との
間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の
記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作

成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開
示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又

は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお
いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又
は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

2026年02月18日 14時01分 $FOLDER; 26ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



招
集
ご
通
知

監
査
報
告
書

計
算
書
類

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

― 26 ―

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の
表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する
十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査
人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、
単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実

施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関

する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準
にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年２月25日

日本カーボン株式会社
取 締 役 会 御 中

仰星監査法人
東 京 事 務 所

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 川 﨑 浩

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 道 浦 功 朗

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、日本カーボン株式会社の

2025年1月1日から2025年12月31日までの第167期事業年度の計算書類、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下
「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内
容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
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計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程
において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載
内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい
て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤
謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合
は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表
示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実

施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関

する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準
にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年１月１日から2025年12月31日までの第167期事業年度における取
締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報
告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果

について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等
に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び
監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社
及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社
については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要
に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を
確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める
体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制
（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況
について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしまし
た。

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロ
の各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容
について検討を加えました。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び
検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われる
ことを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査
に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連
結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事
実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。

④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方
に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載
されている会社法施行規則第118条第３号ロの取組みは、当該基本方針に沿ったも
のであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の
地位の維持を目的とするものではないと認めます。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人 仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年２月25日

日本カーボン株式会社 監査役会
常勤監査役 木 下 三 平 ㊞
監 査 役（社外監査役） 佐々木 光 雄 ㊞
監 査 役（社外監査役） 鈴 木 昭 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

議案および参考事項
第１号議案 剰余金処分の件
当社は、株主の皆様への利益還元を重視しておりますが、今第167期の期末配当につきまし

ては、内部留保に配慮しつつ、長期的かつ安定的な配当を実施するという基本方針に基づき、
以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類

金銭
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金100円
配当総額1,110,248,800円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2026年３月30日
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第２号議案 取締役５名選任の件
取締役全員（４名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして

は、経営の透明性の確保およびコーポレートガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役１
名を増員し、取締役５名の選任をお願いするものであります。
取締役の候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号 氏名 地位・役職 性別

諮問
委員会

取締役会
出席状況
（当期）

保有株式数
（百株） 在任年数

1 再任 みや した たか ふみ
宮 下 尚 史 代表取締役社長 男性 ● 18/18

(100%) 32 14年

2 再任 うら の あきら
浦 野 章 取締役 男性 18/18

(100%) 7 2年

3 再任 かた やま ゆ り こ
片 山 有里子

社外取締役
独立役員 女性 ● 18/18

(100%) ― 4年

4 再任 た なか よし かず
田 中 義 和

社外取締役
独立役員 男性 ● 13/13

(100%) ― 1年

5 新任 か とう たけ お
加 藤 丈 夫

社外取締役
独立役員 男性 ● ― 12 ―

※ 上記「地位・役職」および「諮問委員会」は各候補者が選任された場合の予定を記載しております。
※ 各候補者が選任された場合の社外取締役比率は60％（５名中３名）です。
※ 各候補者が選任された場合の女性取締役比率は20％（５名中１名）です。
※ 上記「在任年数」は本定時株主総会終結時における取締役在任年数を記載しております。
※ 田中義和氏の「取締役会出席状況」は2025年3月28日の就任以降に開催された取締役会を対象として記載し

ております。
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候補者
の番号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

１

みや した たか ふみ

宮 下 尚 史
（1964年２月８日生）

再 任

1992 年６月 当社入社
2011 年１月 当社執行役員営業本部ＦＣ販売第１部長兼

大阪支店長
2011 年11月 当社執行役員営業本部ＦＣ販売第１部長兼

ＦＣ販売第２部長兼大阪支店長
2012 年１月 当社執行役員営業本部副本部長兼ＦＣ販売

第１部長兼ＦＣ販売第２部長
2012 年３月 当社取締役営業本部副本部長兼ＦＣ販売

第１部長兼ＦＣ販売第２部長
2013 年１月 当社取締役営業本部長兼ＦＣ販売第１部長兼

ＦＣ販売第２部長
2013 年９月 当社取締役営業本部長兼ＦＣ販売第１部長
2015 年１月 当社常務取締役営業本部長兼ＦＣ販売部長
2016 年１月 当社専務取締役営業・企画本部長
2017 年１月 当社代表取締役社長（現任）

3,200株

（取締役候補者とした理由）
宮下尚史氏は、当社入社以来、営業部門を幅広く経験し、事業拡大の中心的役割を担ってきまし

た。また、企画部門のトップとして海外事業進出や経営計画策定などを主導しました。これらの経
験、実績ならびに見識を当社経営に活かすことができると判断し取締役候補者といたしました。

２

うら の あきら

浦 野 章
（1965年２月23日生）

再 任

1990 年 4 月 当社入社
2013 年１月 当社執行役員生産技術本部滋賀工場副工場長

兼製造部長
2014 年 3 月 当社執行役員生産技術本部研究所長
2015 年１月 当社執行役員生産技術本部研究所長兼

開発部長
2020 年３月 当社執行役員事業改革推進ユニット長兼

研究所長
2022 年３月 当社常務執行役員事業改革推進ユニット長
2023 年３月 当社常務執行役員電極材事業ユニット長
2023 年５月 当社専務執行役員電極材事業ユニット長
2024 年３月 当社取締役兼専務執行役員電極材事業ユニット長（現任）

700株

（取締役候補者とした理由）
浦野章氏は、当社入社以来、製造・研究開発・事業改革・営業と多岐にわたる部門を経験し、新製

品開発や事業改革の陣頭指揮をとってきました。これらの経験、実績ならびに見識を当社経営に活か
すことができると判断し取締役候補者といたしました。
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候補者
の番号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

３

かた やま ゆ り こ

片 山 有里子
（1974年12月14日生）

再 任
社 外 独立役員

2000 年10月 弁護士登録
2005 年４月 ニューヨーク州弁護士登録
2009 年９月 高橋・片山法律事務所開設
2010 年４月 日本弁護士連合会国際室嘱託
2020 年９月 日本弁護士連合会国際室長
2022 年３月 当社社外取締役（現任）

0株

（社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要）
片山有里子氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的知

識、経験等を客観的な立場から当社経営に活かし、企業価値向上とコーポレートガバナンスの一層の
充実を図っていただくため、社外取締役候補者といたしました。

４

た なか よし かず

田 中 義 和
（1947年12月1日生）

再 任
社 外 独立役員

1971 年４月 当社入社
2006 年３月 当社取締役
2009 年３月 当社取締役退任
2022 年３月 当社社外監査役
2025 年３月 当社社外取締役（現任）

0株

（社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要）
田中義和氏は、当社および当社関係会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を客観的な立場
から当社経営に活かし、企業価値向上とコーポレートガバナンスの一層の充実を図っていただくた
め、社外取締役候補者といたしました。

5

か とう たけ お

加 藤 丈 夫
（1952年11月3日生）

新 任
社 外 独立役員

1975 年４月 株式会社アルバック（旧日本真空技術株式会
社）入社

2006 年 9 月 同社取締役
2013 年 9 月 アルバック東北株式会社代表取締役社長
2018 年 9 月 株式会社アルバック顧問
2020 年 3 月 当社社外取締役
2025 年３月 当社社外取締役退任

1,200株

（社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要）
加藤丈夫氏は、企業経営その他幅広い分野での豊富な経験と優れた見識を客観的な立場から当社経
営に活かし、企業価値向上とコーポレートガバナンスの一層の充実を図っていただくため、社外取締
役候補者といたしました。
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（注）１．候補者加藤丈夫氏は新任の取締役候補者であります。
２．各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
３．片山有里子氏、田中義和氏および加藤丈夫氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は片山有

里子氏、田中義和氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。片山有里子
氏、田中義和氏が社外取締役に選任された場合は、引き続き両氏を独立役員として届け出る予定であ
ります。また、加藤丈夫氏が社外取締役に選任された場合は、新たに独立役員として届け出る予定で
あります。

４．田中義和氏は、当社およびその子会社の取締役の職にあった者にあたりますが、その退任から相当の
期間が経過しており、また退任後において関係は継続していないため、会社法第２条第15号に規定さ
れる全ての要件を満たしており、東京証券取引所の定める独立性基準には抵触しておらず、開示加重
要件に該当しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断いたしております。

５．片山有里子氏および田中義和氏は、現在当社の社外取締役でありますが、当社の社外取締役としての
在任期間は本定時株主総会終結の時をもって、片山有里子氏は４年、田中義和氏は１年となります。

６．片山有里子氏および田中義和氏は、会社法第427条第１項により、当社との間で会社法第423条第１
項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、
法令の定める最低責任限度額としており、両氏が社外取締役に選任された場合は当該契約を締結する
予定であります。また、加藤丈夫氏が選任された場合は、同様の責任限定契約を締結する予定であり
ます。

７．当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被
保険者が負担することとなる損害賠償請求に起因する損害および損害賠償請求によって生じた争訟費
用を当該保険契約により補填することとしております。各取締役候補者が選任され就任した場合は、
当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

＜ご参考＞取締役（候補者含む）のスキルマトリックス

氏名 宮 下 尚 史 浦 野 章 片 山 有里子 田 中 義 和 加 藤 丈 夫

地位・役職 代表取締役社長 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役

企業経営 ● ● ● ●

経営企画 ● ● ● ●

グローバル ● ● ●

法務 ●

営業・販売 ● ● ●

製造・技術 ● ● ●

研究開発 ● ●

ＥＳＧ ● ● ●
※上記の表は、第2号議案が承認された後の取締役のスキルマトリックスです。
※上記スキルマトリックスは、各取締役の有する全ての知見を表すものではありません。
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第３号議案 当社株券等の大量買付行為への対応方針（買収への対応方針）更新の件
当社は、2025年3月28日開催の第166回定時株主総会における株主の皆様のご承認を得て、

当社の企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の利益の実現に反すると判断される
当社株券等の大量買付行為への対応方針（買収への対応方針）を更新しておりますが、その有
効期間は、本定時株主総会の終結の時をもって満了いたします。
当社は、2026年2月10日開催の取締役会において、当社取締役全員の賛成により、本定時

株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、当社株券等の大量買付行為への対応方針（買
収への対応方針）を更新することを決定いたしました。
上記を決定した取締役会において、当社監査役会として当社株券等の大量買付行為への対応

方針（買収への対応方針）の具体的運用が適正に行われることを条件に、当社株券等の大量買
付行為への対応方針（買収への対応方針）の更新に異議はない旨の意見表明がなされました。
本議案は、当社株券等の大量買付行為への対応方針（買収への対応方針）を更新することに

つき、ご承認をお願いするものであります。なお、当社株券等の大量買付行為への対応方針
（買収への対応方針）の内容は別紙に記載のとおりであります。

以 上
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（別紙）

当社株券等の大量買付行為への対応方針（買収への対応方針）

１．当社の企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の利益の実現に向けた取組みにつ
いて

（1） 当社の企業価値の源泉について
当社の企業価値の源泉は、1915年（大正4年）の創業以来①わが国カーボン工業のパイ

オニアまたリーディングカンパニーとして、蓄積してきた経験とノウハウに基づいたカー
ボン製品に関する総合的な技術力、②カーボンのすぐれた特性を活かし、お客様の幅広い
ニーズにきめ細かく応えることのできる、人造黒鉛電極、特殊炭素製品、炭素繊維複合材
料、レスボン製品、リチウムイオン電池負極材、炭化けい素連続繊維製品など、高品質・
高性能で豊富な製品群、③取引先との強固かつ長期的な信頼関係、④独自技術を持つ人材
の能力発揮に基づく最先端かつ独創的な製品開発力、および⑤健全な財務体質にありま
す。

（2） コーポレートガバナンスの取組みの強化
当社の取締役会は、意思決定および取締役の業務執行の監督を行っており、業務執行を

迅速かつ効率的に行うため、内部統制機能の充実、職務権限規定等の運用を行うことによ
り、その実効性向上を図っております。また、コンプライアンスを含むリスク管理、経営
の透明性確保や公正な情報開示等の取組みを行っております。
現在、取締役４名のうち２名を社外取締役（本定時株主総会において、当社が提案する

議案が承認可決された場合、取締役５名のうち３名が社外取締役となる予定です。詳細は
「第167回定時株主総会招集ご通知」株主総会参考書類第2号議案をご参照ください。）で
構成し、さらに監査役会、会計監査人による監査体制をとることで、経営監督機能の強
化・充実を図っております。
また、監査役３名のうち、２名は独立性を有する社外監査役とし、一般株主と利益相反

の生じる恐れがない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
更に、当社取締役の任期を１年とすることにより、業務執行の監視体制の強化を図って

おります。今後とも当社のガバナンス体制のより一層の強化を進めてまいります。
当社は、以上に関連する諸施策を実行し、当社の企業価値の向上および会社の利益ひい

ては株主共同の利益の実現を図ってまいります。

２．企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の利益の実現に反する株券等の大量買付
行為の存在
以上のとおり、当社は、企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の利益の実現

2026年02月18日 14時01分 $FOLDER; 39ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 39 ―

に全力で取り組む所存ですが、近年の資本市場においては、株主の皆様に十分な検討時間を
与えず、また対象となる会社の経営陣との十分な協議や合意などのプロセスを経ることな
く、突如として株券等の大量買付行為（下記4（3）イ.に定義します。以下同じとします。）
を強行するといった動きも増加しています。
もとより株券等の大量買付行為は、たとえそれが買収対象である会社の経営陣の賛同を得

ないものであっても、当該会社の資産の効率的な運用につながり、企業価値の向上および会
社の利益ひいては株主共同の利益の実現をもたらすものであれば、何ら否定されるべきもの
ではないと考えます。
しかし、このような株券等の大量買付行為の中には、真に会社経営に参加する意思がない

にもかかわらず、専ら当該会社の株価を上昇させて当該会社の株券等を高値で会社関係者等
に引き取らせる目的で行うものなど、企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を
著しく損なうことが明白ないわゆる「濫用的買収」が存在する可能性があることは否定でき
ません。

３．本プラン更新の必要性
こうした中で、当社の企業価値を向上させ、会社の利益ひいては株主共同の利益を実現す

るためには、①高い技術力・開発力と人格を兼ね備えた社員の育成、②創業以来のノウハウ
や実績などを結集した、質の高いサービスの提供の継続、③長年にわたり培ってきた顧客お
よび高い加工能力を有するグループ会社などとの信頼関係・連携の維持、④顧客・現場重視
の企業文化および健全な財務体質の維持が必要不可欠であり、これらが当社株券等の大量買
付行為を行う者により確保され、向上させられるのでなければ、当社の企業価値および会社
の利益ひいては株主共同の利益は毀損される可能性があります。
特に、当社の主要事業であるカーボン製品は、常に新たな分野への用途開発や新素材開発

が大切であり、経営方針が業績に反映されるには中長期間を要するため、経営方針について
も中長期的な視点が必要不可欠であり、短期的成果配分を目指す経営方針では、企業基盤の
存立を危うくし、企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益は毀損されることにな
りかねません。
さらに、大量買付行為が行われる際には、当社グループの有形無形の経営資源、将来を見

据えた施策の潜在的効果、その他当社グループの企業価値を構成する事項など、様々な事項
を株主の皆様が適切に把握し、当該買収が当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共
同の利益に及ぼす影響を判断していただく必要があります。
こうした事情に鑑み、当社取締役会は、当社株券等に対する大量買付行為が行われた際

に、当該大量買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断し、あるいは当社取締
役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様の
ために当該買収者に対する協議・交渉等を行うことを可能としたりすることにより、当社の
企業価値の向上および株主共同の利益を実現するための合理的な枠組みとして、下記4．「本
プランの内容」以下にその詳細を記載する本プランの更新が必要であると判断しました。
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なお、現在当社は、買収の具体的な脅威に晒されているわけではありません。当社の直近
の大株主の状況等は別紙1「大株主の状況等」のとおりであり、個人や金融機関を中心に株
主は広く分散しております。

４．本プランの内容
（1） 本プランの概要

本プランは、大量買付者（下記（3）イ.に定義します。以下同じ。）が大量買付行為を
行うにあたり、所定の手続に従うことを要請するとともに、かかる手続に従わない大量買
付行為がなされる場合や、かかる手続に従った場合であっても当該大量買付行為が当社の
企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると判断され
る場合には、かかる大量買付行為に対する対抗措置として、原則として新株予約権の無償
割当ての方法（会社法第277条以下に規定されています。）により、当社取締役会が定め
る一定の日における株主に対して新株予約権を無償で割り当てるものです。また、会社法
その他の法令および当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判
断された場合には、当該その他の対抗措置が用いられることもあります。
本プランに従って割り当てられる新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）に

は、①大量買付者およびその関係者による行使を禁止する行使条件や、②当社が本新株予
約権の取得と引換えに大量買付者およびその関係者以外の株主の皆様に当社株式を交付す
る取得条項、③大量買付者およびその関係者が有する本新株予約権について、一定の行使
条件や取得条項が付された別の新株予約権を対価として取得する旨の取得条項（当社取締
役会が決定した場合）等を付すことが予定されております。本新株予約権の詳細について
は、下記（4）「対抗措置の概要」をご参照ください。
本新株予約権の無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や取得条項により、当該

大量買付者およびその関係者の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、大幅に希
釈化される可能性があります。
なお、本プランに従って対抗措置を機動的に実施するため、新株予約権の発行登録を行

うことがあります。
当社は、本プランにつき株式会社東京証券取引所の規則に基づき適時開示を行うととも

に、当社のホームページ（https://www.carbon.co.jp/）に本プランを掲載いたします。

（2） 本プランの更新手続−本定時株主総会における承認
本プランは、当社現行定款第15条に基づくものでありますが、本プランの更新にあた

り株主の皆様の意思を適切に反映するため、同条の規定に基づき、本定時株主総会におけ
る決議によるご承認をいただくことを条件とします。
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（3） 本プランに基づく対抗措置の発動に係る手続
イ. 対象となる大量買付行為

当社は、当社取締役会が別途定める場合を除き、以下のいずれかに該当する行為また
はこれらに類似する行為（ただし、当社取締役会が予め承認したものを除きます。この
ような行為を以下「大量買付行為」といい、大量買付行為を行いまたは行おうとする者
を以下「大量買付者」といいます。）がなされ、またはなされようとする場合には、本
プランに基づく対抗措置の発動を検討いたします。
① 当社が発行者である株券等*1について、保有者*2の株券等保有割合*3が20％以上とな

る買付け
② 当社が発行者である株券等*4について、買付け*5を行う者の株券等所有割合*6およびそ

の特別関係者*7の株券等所有割合の合計が20％以上となる当該株券等の買付け
③ 上記①または②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の特定の保有

者が、当社の他の保有者（複数である場合を含みます。以下本③において同じとし
ます。）との間で行う行為であり、かつ当該行為の結果として当該他の保有者が当該
特定の保有者の共同保有者*8に該当するに至るような合意その他の行為、または当該
特定の保有者と当該他の保有者との間にその一方が他方を実質的に支配しもしくは
それらの者が共同ないし協調して行動する関係*9を樹立するあらゆる行為（ただし、
当社が発行者である株券等につき当該特定の保有者と当該他の保有者の株券等保有
割合の合計が20％以上になるような場合に限ります。）であると合理的に判断され
る行為*10

*1 金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。本書において別段の定めがない
限り同じとします。

*2 金融商品取引法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる
者を含みます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）。本書において別段の定
めがない限り同じとします。

*3 金融商品取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。本書において別段の定
めがない限り同じとします。

*4 金融商品取引法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。②において同じとします。
*5 買付けその他の有償の譲受けをいい、金融商品取引法施行令第６条第３項に規定される有償の譲

受けに類するものを含みます。本書において別段の定めがない限り同じとします。
*6 金融商品取引法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。本書において別段の定め

がない限り同じとします。
*7 金融商品取引法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます（当社取締役会がこれに該当す

ると認めた者を含みます。）。ただし、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株
券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除きます。本書において別段
の定めがない限り同じとします。
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*8 金融商品取引法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者と
みなされる者を含みます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）。本書におい
て別段の定めがない限り同じとします。

*9 「当該特定の保有者と当該他の保有者との間にその一方が他方を実質的に支配しもしくはそれら
の者が共同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、業務
提携関係、取引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、当社株券等の買
い上がりの状況、当社株券等に係る議決権行使の状況、デリバティブや貸株等を通じた当社株券
等に関する実質的な利害関係等の形成、当該特定の保有者および当該他の保有者が当社に対して
直接・間接に及ぼす影響、その他当該特定の保有者と当該他の保有者との間に意思の連絡がある
ことを窺わせる直接・間接の事実等を基礎に行うものとします。組合その他のファンドに係る判
定においては、ファンド・マネージャーの実質的同一性その他の諸事情を勘案します。

*10 本③所定の行為がなされたか否かの判断は、当社取締役会が独立委員会の勧告に基づき合理的に
行うものとします。なお、当社取締役会は、本③の要件に該当するか否かの判定に必要とされる
範囲において、保有者に対して必要な情報の提供を求めることがあります。

ロ. 本プランの公表および大量買付者に対する情報提供の要求
大量買付者には、当社取締役会が別段の定めをした場合を除き、大量買付行為の実行

に先立ち、当社取締役会に対して、大量買付行為の内容の検討に必要な以下の各号に定
める情報（ただし、大量買付行為の内容および態様等に応じて合理的な範囲で内容を変
更します。以下、当該情報を「本必要情報」といいます。）を記載した、本プランに定
める手続を遵守する旨の意向表明を含む日本語による買付提案書を、当社の定める書式
により提出していただきます。なお、買付提案書には、商業登記簿謄本、定款の写しそ
の他大量買付者の存在を証明する書類を添付していただきます。
当社取締役会は、上記買付提案書を受領した場合、速やかにこれを下記ニ.に定める

独立委員会に提供するものとします。大量買付者から提供していただいた情報では、当
該大量買付行為の内容および態様等に照らして、株主の皆様のご判断および当社取締役
会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理的に判断する場合には、
当社取締役会が別途要求する追加の情報を大量買付者から日本語で提供していただきま
す（ただし、当社取締役会は、大量買付者の属性、大量買付者が提案する大量買付行為
の内容、本必要情報の内容および性質等に鑑み、株主の皆様が買収の是非を適切に判断
し、当社取締役会が評価・検討等を行うために必要な水準を超える追加情報提供の要求
を行わないこととします。）。かかる追加情報提供の要求は、適宜回答期限（60日を上
限とします。）を定めた上で、上記買付提案書受領後またはその後の追加情報受領後10
日以内に行うこととします。
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ⅰ. 大量買付者およびそのグループ（共同保有者、特別関係者および（ファンドの場
合は）組合員その他の構成員を含みます。）の詳細（具体的名称、資本構成、業
務内容、財務内容、および当社の事業と同種の事業についての経験等に関する情
報等を含みます。）

ⅱ. 大量買付者およびそのグループが現に保有する当社の株券等の数、ならびに買付
提案書提出日前60日間における大量買付者の当社の株券等の取引状況

ⅲ. 大量買付行為の目的（支配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、
大量買付行為の後における当社の株券等の第三者への譲渡等、または重要提案行
為等（金融商品取引法第27条の26第1項、同法施行令第14条の8の2第1項およ
び株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条に規定する重要提案
行為等を意味します。）を行うことその他の目的がある場合には、その旨および
概要を含みます。なお、目的が複数ある場合にはその全てを記載していただきま
す。）、方法および内容（大量買付行為による取得を予定する当社の株券等の種類
および数、大量買付行為の対価の額および種類、大量買付行為の時期、関連する
取引の仕組み、大量買付行為の方法の適法性ならびに大量買付行為の実行の可能
性等を含みます。）

ⅳ. 大量買付行為の価格の算定根拠（算定の前提となる事実および仮定、算定方法、
算定に用いた数値情報ならびに大量買付行為に係る一連の取引により生じること
が予想されるシナジーの額およびその算定根拠等を含みます。）の概要

ⅴ. 大量買付行為の資金の裏付け（資金の提供者（実質的な提供者を含みます。）の
具体的名称、調達方法、関連する取引の内容等を含みます。）

ⅵ. 大量買付行為に際しての第三者との間における意思連絡の有無ならびに意思連絡
がある場合はその内容および当該第三者の概要

ⅶ. 大量買付行為の後の当社グループの経営方針、経営者候補（当社および当社グル
ープの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。）、事業計
画、財務計画、資本政策、配当政策および資産活用策（ただし、大量買付者によ
る買収提案が、少数株主が残存しない100％の現金（円貨）買収の場合、本号の
情報の提供については概略のみで足りることとします。）

ⅷ. 大量買付行為の後の当社グループの従業員、取引先、顧客その他の当社グループ
に係る利害関係者の処遇方針（改変の計画の有無および改変の計画が存する場合
はその内容）

ⅸ. 当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方策
ⅹ. 大量買付行為のために投下した資本の回収方針
ⅺ. 反社会的勢力またはテロ関連組織との関連性の有無（直接的であるか間接的であ

るかを問いません。）および関連性が存在する場合にはその内容
ⅻ. その他当社取締役会が合理的に必要と判断する情報
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なお、当社取締役会は、大量買付者が出現したことを当社取締役会が認識した場合は
その事実について、また、買付提案書または追加情報を受領した場合はその受領の事実
について、直ちに株主の皆様等に情報開示を行います。大量買付者から当社取締役会に
提供された情報の内容等については、株主の皆様の判断に必要であると当社取締役会が
判断する時点で、その全部または一部につき株主の皆様等に情報開示を行います。

ハ. 当社取締役会の検討手続
当社取締役会は、大量買付者から提出された本必要情報につき、株主の皆様が買収の

是非を適切に判断し、当社取締役会が評価・検討等を行うために必要な水準を満たして
いると判断した場合は、その旨ならびに下記記載の取締役会評価期間の始期および終期
を、直ちに大量買付者および独立委員会に通知し、株主の皆様等に情報開示を行いま
す。当社取締役会は、大量買付者に対する当該通知の発送日の翌日から①対価を現金
（円貨）のみとする当社全株券等を対象とした公開買付けの場合には最大60日以内、②
その他の大量買付行為の場合には最大90日以内（以下「取締役会評価期間」といいま
す。）に、必要に応じて、当社から独立した地位にある第三者（投資銀行、証券会社、
フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、その他の専門家を含みます。）
の助言を得ながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、下記ニ．に定める独
立委員会による勧告を最大限尊重した上で、大量買付行為に関する当社取締役会として
の意見を慎重にとりまとめ、大量買付者に通知するとともに、適時かつ適切に株主の皆
様等に情報開示を行います。また、必要に応じて、大量買付者との間で大量買付行為に
関する条件・方法について交渉し、さらに、当社取締役会として、株主の皆様に代替案
を提示することもあります。
大量買付者は、この取締役会評価期間の経過、または下記へ.ⅲ.に定めるとおり当社

取締役会が株主意思確認総会（下記ホ.に定義します。）を開催することを決定した場合
には、当該株主意思確認総会における株主の皆様のご判断に従って行う当社取締役会の
決議後においてのみ、大量買付行為を開始することができるものとします。ただし、下
記ト.に定める不発動決定通知を受領した場合は、大量買付者は、同通知を受領した翌
営業日から、大量買付行為を行うことが可能となります。

ニ. 独立委員会の設置
本プランに定めるルールに従って一連の手続が遂行されたか否か、ならびに、本プラ

ンに定めるルールが遵守された場合に当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共
同の利益を確保し、または向上させるために必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置
を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、その判断の合
理性および公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、
独立委員会を設置することとします。独立委員会は、3名以上の委員より構成され、委
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員は、当社取締役会が当社の社外監査役および社外有識者（弁護士、公認会計士、学識
経験者等）の中から選任するものとします。

本プラン更新時の独立委員会の委員には、別紙2「独立委員会委員の氏名および略歴」
記載の各氏を予定しております。独立委員会規則の概要は、別紙3「独立委員会規則の
概要」に記載のとおりです。また、独立委員会の判断の概要については、適時かつ適切
に株主の皆様等に情報開示を行います。

ホ. 対抗措置の発動の手続
当社取締役会が対抗措置の発動を判断するにあたっては、その判断の合理性および公

正性を担保するために、以下の手続を経ることとします。
まず、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対して対抗措置の発

動の是非について諮問し、独立委員会は、この諮問に基づき、必要に応じて、当社の費
用で、当社から独立した地位にある第三者（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・ア
ドバイザー、弁護士、公認会計士、その他の専門家を含みます。）の助言を得た上で、
当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非について勧告を行います。当社取締役会
は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会による勧告を最大限尊重す
るものといたします。
また、当社取締役会が対抗措置を発動するに際しては、社外監査役全員を含む当社監

査役全員の賛成を得た上で、当社取締役全員の一致により発動の決議をすることといた
します。当社取締役会は、当該決議を行った場合、当該決議の概要その他当社取締役会
が適切と判断する事項について、速やかに株主の皆様等に情報開示を行います。
なお、当社取締役会は、独立委員会に対する上記諮問に加え、大量買付者の提供する

本必要情報に基づき、必要に応じて、当社から独立した地位にある第三者（投資銀行、
証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、その他の専門家を含
みます。）の助言を得ながら、当該大量買付者および当該大量買付行為の具体的内容な
らびに当該大量買付行為が当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益に
与える影響等を評価・検討等した上で、対抗措置の発動の是非を判断するものとしま
す。
さらに、下記へ.ⅲ.に定めるとおり、下記へ.ⅲ.の場合で、当社取締役会が大量買付行

為に対する対抗措置を発動するか否かの判断を行うにあたり、株主の皆様の意思を直接
確認することが実務上適切と判断するときは、当該大量買付行為に対し対抗措置を発動
するか否かについて株主の皆様の意思を確認するための株主の総会（以下「株主意思確
認総会」という。）を開催することもできるものとします。
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ヘ. 対抗措置の発動の条件
ⅰ. 大量買付者が本プランに定める手続に従わずに大量買付行為を行いまたは行おうと

する場合
当社取締役会は、大量買付者が本プランに定める手続に従わず、大量買付行為を

行い、または行おうとする場合、大量買付行為の具体的な条件・方法等の如何を問
わず、当該大量買付行為が当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利
益を著しく害するものであるとみなし、独立委員会による勧告を最大限尊重した上
で、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を確保し、または向
上させるために必要かつ相当な対抗措置を講じることといたします。

ⅱ. 大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行いまたは行おうとす
る場合

大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行い、または行お
うとする場合には、当社取締役会が仮に当該大量買付行為に反対であり、反対意見
の表明、代替案の提示、株主の皆様への説明等を行う場合であっても、原則とし
て、当該大量買付行為に対する対抗措置は講じません。大量買付者の当社株券等の
大量買付行為に関する提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該大量買付
行為に関する本必要情報およびそれに対する当社取締役会の意見、代替案等をご考
慮の上、ご判断いただくこととなります。
ただし、大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行い、また

は行おうとする場合であっても、当社取締役会が、大量買付者の大量買付行為の内
容を検討し、大量買付者との協議、交渉等を行った結果、当該大量買付者の買付提
案に基づく大量買付行為が、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の
利益を著しく害するものであると認めた場合には、取締役会評価期間の開始または
終了にかかわらず、当社取締役会は、独立委員会による勧告を最大限尊重した上
で、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を確保し、または向
上させるために、必要かつ相当な対抗措置を講じることがあります。具体的には、
以下に掲げるいずれかの類型に該当し、かつ発動が必要かつ相当と判断される場合
には、原則として、当該買付提案に基づく大量買付行為は当社の企業価値および会
社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものに該当すると考えます。
(ⅰ) 高値買取要求を狙う買収である場合
(ⅱ) 重要な資産・技術情報等を廉価に取得する等、会社の犠牲の下に大量買付者の

利益実現を狙う買収である場合
(ⅲ) 会社資産を債務の担保や弁済原資として流用することにより、当社の企業価値

および会社の利益ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすよう
な買収である場合
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(ⅳ) 会社の高額資産を処分させ、その処分利益で一時的高配当をさせるか、一時的
高配当による株価急上昇の機会を狙って高値で売り抜けることにより、当社の
企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもた
らすような買収である場合

(ⅴ) 当社の株券等の買付条件が、当社の企業価値に照らして著しく不十分または不
適切な買収である場合

(ⅵ) 最初の買付けで全株券等の買付けの申込みを勧誘することなく、二段階目の買
付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付けを行うなど、株
主に株券等の売却を事実上強要するおそれがある買収である場合

(ⅶ) 大量買付者が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企
業価値との比較において、当該大量買付者が支配権を取得しない場合の当社の
企業価値に比べ、著しく劣後する場合

(ⅷ) 大量買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切である
場合

(ⅸ) 前各号のほか、以下のいずれも満たす買収である場合
a．当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害する

おそれがあることが客観的かつ合理的に推認される場合
b．当該時点で対抗措置を発動しない場合には、当社の企業価値および会社の

利益ひいては株主共同の利益が著しく害されることを回避することができ
ないか、またはそのおそれがある場合

ⅲ. 株主意思確認総会の開催
上記ⅱのとおり、大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行

い、または行おうとする場合には、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊
重した上で、大量買付行為に対する対抗措置発動の是非を決議することを原則とし
ますが、大量買付者による大量買付行為の内容、株主意思確認総会の開催に要する
時間等諸般の事情を考慮の上、法令および当社取締役の善管注意義務等に鑑みて、
独立委員会に対する諮問に加え、株主の皆様の意思を直接確認することが実務上適
切と判断するときは、当社取締役会は、株主意思確認総会を招集し、出席株主（議
決権行使書等により議決権行使を行う株主を含みます。）の皆様（ただし、大量買付
行為が強圧性のある市場買集めによる場合等においては、大量買付行為の態様等
（買付手法の強圧性、適法性、株主意思確認の時間的余裕等）を踏まえて、当社取締
役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、大量買付者およびその共同保有
者、特別関係者等を除くことがあります。以下同じ。）の議決権の過半数の賛成をも
って、対抗措置の発動に関する株主の皆様の意思を確認することができるものとし
ます。当社取締役会は、株主意思確認総会の開催を決定した場合、直ちに当該決定
を行った事実およびその理由を株主の皆様等に対して情報開示するとともに、実務
上可能な限り速やかに株主意思確認総会を招集するものとします。
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また、当社取締役会は、株主意思確認総会が開催された場合、対抗措置の発動に
関して、当該株主意思確認総会における株主の皆様のご判断に従うものとします。
なお、大量買付者は、当社取締役会が株主意思確認総会の開催を決定した場合に

は、当該株主意思確認総会における株主の皆様のご判断に従って行う当社取締役会
の決議がされるまでの間、大量買付行為を開始してはならないものとします。

ト. 当社取締役会による対抗措置の発動・不発動に関する決定
当社取締役会は、上記へ.ⅰ.またはⅱ.のいずれの場合も、独立委員会の勧告を最大限

尊重した上で、また、上記へ.ⅲ.の場合で、独立委員会に対する諮問に加え、株主の皆
様の意思を確認するために株主意思確認総会が開催された場合には、当該株主意思確認
総会における株主の皆様のご判断に従って、対抗措置の発動または不発動に関する決定
を行います。
当社取締役会は、対抗措置の発動または不発動の決定を行った場合、直ちに当該決定

の概要その他当社取締役会が適切と認める事項を大量買付者に通知（不発動の決定に係
る通知を、以下「不発動決定通知」といいます。）し、株主の皆様等に情報開示を行い
ます。大量買付者は、取締役会評価期間経過後または上記へ.ⅲ.に定めるとおり当社取
締役会が株主意思確認総会を開催することを決定した場合には、当該株主意思確認総会
における株主の皆様のご判断に従って行う当社取締役会（原則として当該株主意思確認
総会当日に開催するものとします。）の決議後においてのみ、大量買付行為を開始する
ことができるものとします。ただし、当社取締役会から不発動決定通知を受領した場合
には、大量買付者は、同通知を受領した日の翌営業日から、大量買付行為を行うことが
可能となります。

チ. 当社取締役会による再検討
当社取締役会は、一旦対抗措置を発動すべきか否かについて決定した後であっても、

大量買付者が大量買付行為に係る条件を変更した場合や大量買付行為を中止した場合な
ど、当該決定の前提となった事実関係等に変動が生じた場合には、改めて独立委員会に
諮問した上で再度審議を行い、独立委員会の勧告を最大限尊重して、対抗措置の発動ま
たは中止に関する決定を行うことができます。また、この場合にも、株主の皆様の意思
を直接確認することが実務上適切と判断するときは、当該大量買付行為に対し対抗措置
を発動するか否かについて株主の皆様の意思を確認するための株主意思確認総会を開催
することができるものとします。当社取締役会は、かかる決定を行った場合、直ちに当
該決定の概要その他当社取締役会が適切と認める事項について、大量買付者に通知し、
株主の皆様等に情報開示を行います。
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（4） 対抗措置の概要
当社取締役会は、本プランにおける対抗措置として、原則として、別紙4「日本カーボ

ン株式会社 新株予約権の要項」に従った本新株予約権の無償割当てを行います。本新株
予約権は、本新株予約権の無償割当てを決議する当社取締役会において定める一定の日
（以下「割当期日」といいます。）における、最終の株主名簿に記載または記録された株主
（ただし、当社を除きます。）に対し、その保有株式1株につき新株予約権1個以上で当社
取締役会が定める数の割合で割り当てられます。
本新株予約権1個の行使に際して出資される財産（金銭とします。）の価額（行使価額）

は金1円とし、本新株予約権1個の行使により、本新株予約権に係る新株予約権者（以下
「本新株予約権者」といいます。）に対して当社普通株式1株以下で当社取締役会が定める
数の当社普通株式が交付されます。なお、当社は、本新株予約権の行使がなされた場合
に、当該本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数があるときは、適用法
令に従い端数の処理を行います。
ただし、大量買付者およびその関係者は、本新株予約権を行使することができないもの

とします。
また、当社は、本新株予約権の行使による場合のほか、本新株予約権に付された取得条

項に基づき、一定の条件の下で大量買付者およびその関係者以外の本新株予約権者から、
当社普通株式と引換えに本新株予約権を取得することができます。なお、当社は一定の条
件の下で本新株予約権全部を無償で取得することも可能です。
さらに、本新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認が必要です。
上記（1）に記載のとおり、本新株予約権の無償割当てのほか、会社法その他の法令お

よび当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合に
は、当該その他の対抗措置が用いられることがあります。
当社取締役会は、本プランにおける対抗措置を発動した場合、当社取締役会が適切と認

める事項について、適時に株主の皆様等に情報開示を行います。

（5） 本プランの有効期間、廃止および変更
本プランの有効期間は、本定時株主総会の終結の時から2026年12月期に関する定時株

主総会の終結の時までとします。当社の取締役の任期は1年であり、かかる取締役の任期
に合わせて本プランの有効期間も1年とするのが、株主の皆様の意思の重視により資する
と考えております。ただし、本プランは、有効期間の満了前であっても、①当社の株主総
会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合または②当社取締役会により本プ
ランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。
また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本定時株主総会の決議によ

る委任の範囲内において、必要に応じて、独立委員会の意見を得た上で、本プランの技術
的な修正または変更を行う場合があります。
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なお、本プランは2026年2月9日現在施行されている法令の規定を前提としております
ので、同日以後、法令の新設または改廃等により本プランの規定に修正を加える必要が生
じた場合には、当該法令の趣旨に従い、かつ、本プランの基本的な考え方に反しない範囲
で、適宜本プランの文言を読み替えることとします。
本プランが廃止、修正または変更された場合には、当該廃止、修正または変更の事実そ

の他当社取締役会が適切と認める事項について、速やかに株主の皆様等に情報開示を行い
ます。
また、2026年12月期に関する定時株主総会の終結の時以降における本プランの内容に

つきましては、必要な見直しを行った上で、本プランの更新、または新たな内容のプラン
の導入等に関して株主の皆様のご意思を確認させていただく予定です。

5．本プランの合理性
（1） 買収への対応方針に関する指針の要件等を完全に充足していること

本プランは、経済産業省および法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主
共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（「企業価
値・株主共同の利益の確保・向上の原則」、「事前開示・株主意思の原則」、「必要性・相当
性確保の原則」）を完全に充足しており、また、株式会社東京証券取引所の定める買収へ
の対応方針の導入に係る諸規則の趣旨に合致したものです。なお、本プランは、2008年6
月30日に公表された、経済産業省に設置された企業価値研究会の報告書「近時の諸環境
の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」および経済産業省が2023年8月31日に公表した
「企業買収における行動指針−企業価値の向上と株主利益の確保に向けて−」の内容も勘
案しております。

（2） 企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益の確保または向上を目的として更新
されていること
本プランは、上記3.に記載のとおり、当社株券等に対する大量買付行為がなされた際

に、当該大量買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、また当社取締役会が株
主の皆様のために代替案を提示し、大量買付者と交渉を行うこと等を可能とするために必
要な情報や時間を確保することにより、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共
同の利益を確保または向上することを目的として更新されるものです。

（3） 株主意思を重視するものであること（サンセット条項）
本プランは、当社現行定款第15条に基づくものでありますが、本プランの更新にあた

り株主の皆様の意思を適切に反映させる機会を確保するため、上記4.（2）に記載のとお
り、本定時株主総会において、本プランのご承認をお諮りします。本定時株主総会におい
て本プランをご承認いただけない場合は、本プランは更新されず、廃止されることとなり
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ます。また、上記4.（5）に記載のとおり、本プランの有効期間の満了前であっても、株
主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で
廃止されることになり、その意味で、本プランの更新だけでなく存続についても、株主の
皆様のご意向が反映されることとなっております。
また、本プランは、本プランに基づく対抗措置の発動または不発動の判断を株主の皆様

が取締役会に委ねる前提として、当該対抗措置の発動条件を個別の場合に応じて具体的に
設定し、株主の皆様に示すものです。加えて、上記4.（3）へ.ⅲ.記載のとおり、当社取締
役会は、本プランに従った対抗措置の発動に関する決議に際して、独立委員会に対する諮
問に加え、株主の皆様の意思を直接確認することが実務上適切と判断するときは、株主意
思確認総会を開催し、株主の皆様の意思を確認することとしております。したがって、当
該発動条件に従った対抗措置の発動は、株主の皆様のご意向が反映されたものとなりま
す。

（4） 独立性の高い社外者の判断を重視していること
当社は、上記4.（3）ニ.に記載のとおり、当社取締役会の判断の合理性および公正性を

担保するために、取締役会から独立した機関として、独立委員会を設置します。独立委員
会は、当社社外監査役および社外有識者により構成されます。
このように、当社取締役会が独立委員会の勧告を最大限尊重した上で決定を行うことに

より、当社取締役会が恣意的に本プランに基づく対抗措置の発動を行うことを防ぐととも
に、独立委員会の判断の概要については適宜株主の皆様等に情報開示を行うこととされて
おり、当社の企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の利益の実現に資するべ
く本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。

（5） 合理的な客観的要件を設定していること
本プランは、上記4.（3）ホ.およびヘ.に記載のとおり、予め定められた合理的な客観的

要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的
な発動を防止する仕組みを確保しております。

（6） 独立した地位にある第三者専門家の助言を取得できること
本プランにおいては、上記4.（3）ハ.およびホ.に記載のとおり、大量買付者が出現した

場合、取締役会および独立委員会が、当社の費用で、独立した地位にある第三者（投資銀
行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、その他の専門家を
含みます。）の助言を得ることができることとされています。これにより、取締役会およ
び独立委員会による判断の合理性および公正性がより強く担保される仕組みが確保されて
います。
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（7） デッド・ハンド型やスロー・ハンド型の買収防衛策ではないこと
上記4.（5）に記載のとおり、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成

される取締役会の決議によりいつでも廃止できることとされており、取締役会の構成員の
過半数を交代させてもなお発動を阻止できない、いわゆるデッド・ハンド型買収防衛策で
はありません。
また、当社は、取締役の任期を1年としており、期差任期制度を採用していないため、

本プランは、取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないためその発動を阻止す
るのに時間がかかる、いわゆるスロー・ハンド型買収防衛策でもありません。

6．株主および投資家の皆様への影響
（1） 本プラン更新時に株主および投資家の皆様に与える影響

本プランの更新時点においては、対抗措置自体は発動されませんので、株主および投資
家の皆様の法的権利または経済的利益に直接具体的な影響が生じることはありません。

（2） 本新株予約権の無償割当ての実施により株主および投資家の皆様に与える影響
本新株予約権は、当社取締役会が本新株予約権の無償割当て決議において別途定める割

当期日における株主の皆様に対し、その保有する株式1株につき1個以上で当社取締役会
が定める数の割合により無償で割り当てられますので、その行使を前提とする限り、株主
の皆様が保有する株式全体の価値に関して希釈化は生じません。
もっとも、株主の皆様が、本新株予約権の行使期間中に本新株予約権の行使を行わない

場合には、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、その保有する当社株式の価
値が希釈化することになります。ただし、当社は、当社取締役会の決定により、下記（4）
ロ.に記載する手続により、本新株予約権の要項に従い本新株予約権の行使が禁じられて
いない株主の皆様から本新株予約権を取得し、それと引換えに当社普通株式を交付するこ
とがあります。当社がかかる取得の手続を行った場合、本新株予約権の要項に従い本新株
予約権の行使が禁じられていない株主の皆様は、本新株予約権の行使および行使価額相当
の金銭の払込みをせずに、当社株式を受領することとなり、その保有する株式1株あたり
の価値の希釈化は生じますが、保有する株式全体の価値の希釈化は生じません。
なお、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が、本

新株予約権の無償割当てを中止し、または無償割当てされた本新株予約権を無償取得する
場合には、1株あたりの株式の価値の希釈化は生じませんので、1株あたりの株式の価値
の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により相応
の損害を被る可能性があります。
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（3） 本新株予約権の無償割当ての実施後における本新株予約権の行使または取得に際して株
主および投資家の皆様に与える影響
本新株予約権の行使または取得に関しては差別的条件が付されることが予定されている

ため、当該行使または取得に際して、大量買付者およびその関係者の法的権利または経済
的利益に希釈化が生じることが想定されますが、この場合であっても、大量買付者および
その関係者以外の株主および投資家の皆様の有する当社の株式に係る法的権利および経済
的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。もっとも、本新株
予約権それ自体の譲渡は制限されているため、割当期日以降、本新株予約権の行使または
本新株予約権の当社による取得の結果、株主の皆様に当社株式が交付される場合には、株
主の皆様の振替口座に当社普通株式が記録されるまでの期間、株主の皆様が保有する当社
株式の価値のうち本新株予約権に帰属する部分について、譲渡による投下資本の回収がそ
の限りで制約を受ける可能性がある点にご留意ください。

（4） 本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続
イ. 本新株予約権の行使の手続

当社は、割当期日における最終の株主名簿に記載または記録された株主の皆様に対
し、原則として、本新株予約権の行使請求書（行使に係る本新株予約権の内容および
数、本新株予約権を行使する日、当社株式の記録を行うための振替口座（特別口座を除
きます。）等の必要事項、ならびに株主ご自身が本新株予約権の行使条件を充足するこ
と等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による
ものとします。）その他本新株予約権の行使に必要な書類を送付いたします。
本新株予約権の無償割当て後、株主の皆様が本新株予約権の行使期間中に、これらの

必要書類を提出した上、本新株予約権1個あたり金1円を払込取扱場所に払い込むこと
により、1個の本新株予約権につき、1株以下で当社取締役会が定める数の当社普通株
式が交付されることになります。なお、社債、株式等の振替に関する法律の規定によ
り、本新株予約権の行使の結果として交付される当社普通株式については、特別口座に
記録することができませんので、株主の皆様が本新株予約権を行使する際には、証券口
座等の振替口座を開設していただく必要がある点にご注意ください。

ロ. 当社による本新株予約権の取得の手続
当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手続に

従い、取得条項が複数ある場合には、それぞれ取得条項ごとに、取締役会の決議を行
い、かつ、本新株予約権者の皆様に対する公告を実施した上で、本新株予約権を取得し
ます。また、本新株予約権の取得と引換えに当社普通株式を株主の皆様に交付すること
とした場合には、速やかにこれを交付いたします。なお、この場合、かかる株主の皆様
には、別途、ご自身が本新株予約権の要項に従い行使が禁じられている大量買付者およ

2026年02月18日 14時01分 $FOLDER; 54ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



招
集
ご
通
知

監
査
報
告
書

計
算
書
類

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

― 54 ―

びその関係者でないこと等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む
当社所定の書式による書面をご提出いただくことがあります。
上記のほか、割当て方法、行使の方法および当社による本新株予約権の取得の方法の

詳細につきましては、本新株予約権の無償割当ての実施が当社取締役会において決定さ
れた後、株主の皆様に開示または通知いたしますので、当該内容をご確認ください。

以上
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別紙1
大株主の状況等

１．【大株主の状況】
2025年12月31日現在

氏名または名称 住 所 所有株式数
（百株）

発行済株式
総数に対す
る所有株式
数の割合
（％）

日本マスタートラスト信託
銀行株式会社（信託口） 東京都港区赤坂１−８−１ 14,185 11.99

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１−５−５ 5,504 4.65

ＳＥＣカーボン株式会社 兵庫県尼崎市潮江１−２−６ 4,442 3.75

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１−６−６ 4,260 3.60
株式会社日本カストディ銀行

（信託口） 東京都中央区晴海１−８−１２ 3,151 2.66
KOREA SECURITIES
DEPOSITORY-MERITZ

34-1 YOIDO-DONG,
YOUNGDEUNGPO-GU, SEOUL, KOREA 2,967 2.51

日本カーボン共栄持株会 富山県富山市高内27 1,554 1.31
JP MORGAN CHASE BANK

385781
25 BANK STREET, CANARY WHARF,
LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM 1,434 1.21

STATE STREET BANK AND
TRUST COMPANY 505001

ONE CONGRESS STREET, SUITE 1,
BOSTON, MASSACHUSETTS 1,187 1.00

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１−１−２ 995 0.84

計 ― 39,682 33.54
(注) １ 上記各信託銀行所有株式数は、すべて信託業務に係るものです。

２ 上記のほか当社所有の自己株式7,756百株があります。
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２．【所有者別状況】
2025年12月31日現在

区 分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満
株 式 の
状況(株)政府および

地方公共団体 金融機関 金融商品
取引業者

その他の
法 人

外 国 法 人 等 個 人
そ の 他 計

個人以外 個 人

株 主 数
(人) − 36 31 171 98 23 15,778 16,137 −

所有株式数
(単元) − 31,895 1,845 7,673 10,899 63 65,085 117,460 86,504

所有株式数
の割合(％) − 27.1 1.6 6.5 9.3 0.1 55.4 100.0 −
(注) １ 自己株式730,116株は「個人その他」に7,301単元および「単元未満株式の状況」に16

株含めて記載しております。なお、自己株式730,116株は、株主名簿記載上の株式数
であり、2025年12月31日現在の実質保有残高は775,616株であります。
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別紙２
独立委員会委員の氏名および略歴

本プラン更新にあたり独立委員会の委員は、以下の３名を予定しております。

佐々木 光雄（ささき みつお） １９４９年３月６日生
当社社外監査役・公認会計士・税理士
[略歴]

１９８０年 ９月 公認会計士登録
１９８４年 ９月 税理士登録
１９８４年 １０月 公認会計士佐々木光雄事務所設立
１９９１年 ４月 東光監査法人代表社員
２０１５年 ３月 当社社外監査役（現任）

（現在に至る）

高橋 明人（たかはし あきと） １９７５年３月３０日生
弁護士
[略歴]

２０００年 ４月 弁護士登録
２００５年 ４月 ニューヨーク州弁護士登録
２００９年 ９月 高橋・片山法律事務所開設
２０１０年 １２月 株式会社興人ホールディングス（旧株式会社興人）監査役

（社外監査役）
２０１２年 ３月 当社社外監査役
２０１２年 １２月 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス

（旧株式会社ＡＣＫグループ）監査役（社外監査役）
２０１５年 ３月 当社社外取締役
２０１５年 １２月 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス

（旧株式会社ＡＣＫグループ）取締役（社外取締役）（現任）
２０１８年 ２月 オーエスジー株式会社 取締役監査等委員（社外取締役）

（現任）
２０２２年 ６月 東亜石油株式会社 取締役監査等委員（社外取締役）

（現在に至る）
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鈴木 昭（すずき あきら） １９５１年４月２０日生
当社社外監査役
[略歴]

１９７４年 ４月 日本農薬株式会社入社
１９９８年 ８月 同社化学品事業部大阪事業所長
２００７年 ８月 同社化学品事業部大阪事業所長退任
２０１４年 ５月 公益社団法人日本木材保存協会常任理事兼事務局長
２０２３年 ５月 公益社団法人日本木材保存協会常任理事兼事務局長退任
２０２５年 ３月 当社社外監査役（現任）

（現在に至る）
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別紙３
独立委員会規則の概要

第1条 当社は、当社株券等の大量買付行為への対応方針（買収への対応方針）（以下「本
プラン」という。）の導入・更新に伴い、独立委員会を設置する。独立委員会は、
取締役会の諮問により、本プランに基づく対抗措置の発動または不発動に関する
勧告を行い、取締役会の判断の公正性および中立性の確保に資することを目的と
する。

第2条 1. 独立委員会の委員は、３名以上とし、当社の社外監査役および以下の条件を満た
した者（以下「社外有識者」という。）の中から選任する。ただし、社外監査役お
よび社外有識者が、常時少なくとも1名ずつ就任していなければならない。選任さ
れた委員は、就任にあたり原則として当社に対する善管注意義務条項等を含む契
約を当社との間で締結する。

① 現在または過去において当社、当社の子会社または関連会社（以下、併せて
「当社等」という。）の取締役（社外取締役は除く。以下本条において同じ。）ま
たは監査役（社外監査役は除く。以下本条において同じ。）等となったことがな
い者

② 現在または過去における当社等の取締役または監査役の一定範囲の親族でない者
③ 当社等との取引先でなく、当社等との間に特別の利害関係のない者
④ 企業経営に関する一定以上の経験者、専門家、有識者等（実績ある会社経営者、

投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象
とする研究者またはこれらに準ずる者）

2. 委員の選任および解任は、取締役会の決議により行う。ただし、委員の解任を決
議する場合、出席取締役の3分の2以上の賛成によるものとする。

第3条 独立委員会は、原則として以下の各号に記載される事項について審議の上決議し、
その決議の内容を、理由を付して取締役会に勧告する。取締役会は、会社法上の
機関として決議を行うにあたり、独立委員会の勧告を最大限尊重しなければなら
ない。各委員および当社各取締役は、かかる決議にあたっては、専ら当社の企業
価値および会社の利益ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを
行うことを要し、自己または当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的として
はならない。

① 大量買付者が本プランに定める手続を遵守しているか否か
② 買付提案の内容が当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を

著しく害するか否かの決定ならびに対抗措置の発動または不発動
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③ 対抗措置の中止
④ ①ないし③のほか、本プランにおいて独立委員会が権限を与えられた事項
⑤ 本プランに関して取締役会が独立委員会に諮問した事項
⑥ 取締役会が、別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項

第4条 独立委員会の決議は、原則として委員の3分の2以上が出席し、出席委員の過半数
をもってこれを行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、委員の過半数が
出席し、出席委員の過半数をもってこれを行うことができる。

第5条 独立委員会は、当社の費用で、当社から独立した地位にある第三者（投資銀行、
証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、その他の専門
家を含む。）の助言を得ることができる。

第6条 各委員の任期は、本プランを承認した直近の定時株主総会終結後1年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただ
し、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りでない。

第7条 取締役会は、その決議により、独立委員会を招集することができる。
第8条 取締役会は、独立委員会が審議を行うにあたって必要であると認める場合には、

取締役1名を独立委員会に出席させ、必要な事項に関する説明を行う機会を与える
よう独立委員会に求めることができる。

第9条 独立委員会は、取締役会の要請に応じ、勧告を行う理由およびその根拠を説明し
なければならない。
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別紙4

日本カーボン株式会社 新株予約権の要項

Ⅰ．新株予約権無償割当てに関する事項の決定
（1）新株予約権の内容および数

下記Ⅱ．記載の事項を含む内容の新株予約権（以下個別にまたは総称して「新株予約
権」という。）の無償割当て決議（以下「新株予約権無償割当て決議」という。）にお
いて当社取締役会が定める一定の日（以下「割当期日」という。）における当社の最
終の発行済株式総数（ただし、同時点において当社の有する当社株式の数を控除す
る。）と同数以上で当社取締役会が定める数の新株予約権を割り当てる。

（2）割当対象株主
割当期日における当社の最終の株主名簿に記載または記録された株主（ただし、当社
を除く。）に対し、その保有株式1株につき新株予約権1個以上で当社取締役会が定め
る数の割合で、新株予約権を割り当てる。

（3）新株予約権の無償割当ての効力発生日
新株予約権無償割当て決議において定める日とする。

Ⅱ．新株予約権の内容
（1）新株予約権の目的である株式の種類および数

新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、新株予約権の目的である
株式の数（以下「対象株式数」という。）は、1株以下で当社取締役会が定める数とす
る。

（2）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1) 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、行使価額（下

記2）に定義される。）に対象株式数を乗じた価額とする。
2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の当社株式1株あたりの価額（以下「行使

価額」という。）は金1円とする。
（3）新株予約権の行使期間

新株予約権無償割当て決議において定める日を初日とし、新株予約権無償割当て決議
において定める期間とする。ただし、下記（7）項2）の規定に基づき当社による新株
予約権の取得がなされる場合、当社が当該取得を通知または公告した日から当該取得
日までの期間、新株予約権を行使することはできない。また、行使期間の最終日が行
使に際して払い込まれる金額の払込取扱場所の休業日にあたるときは、その前営業日
を最終日とする。
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（4）新株予約権の行使の条件
1) （ⅰ）特定大量保有者、（ⅱ）特定大量保有者の共同保有者、（ⅲ）特定大量買付者、

（ⅳ）特定大量買付者の特別関係者、もしくは（ⅴ）上記（ⅰ）ないし（ⅳ）に該当
する者から新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受けもしくは承継した
者、または、（ⅵ）上記（ⅰ）ないし（ⅴ）に該当する者の関連者は、新株予約権を
行使することができない。
なお、上記に用いられる用語は次のとおり定義される。
① 「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等（金融商品取引法第27条の

23第1項に定義される。以下別段の定めがない限り同じ。）の保有者（同法第27条
の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。）で、当該株券等に係る株券等保
有割合（同法第27条の23第4項に定義される。）が20％以上である者（当社取締
役会がこれに該当すると認めた者を含む。）。

② 「共同保有者」とは、金融商品取引法第27条の23第5項に定義される共同保有者
を指し、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む（当社取締役会がこ
れらに該当すると認めた者を含む。）。

③ 「特定大量買付者」とは、当社が発行者である株券等（金融商品取引法第27条の
2第1項に定義される。以下本③において同じ。）の買付け等（買付けその他の有
償の譲受けをいい、金融商品取引法施行令第6条第3項に規定される有償の譲受け
に類するものを含む。以下同じ。）を行った者で、当該買付け等の後におけるその
者の所有（これに準じるものとして金融商品取引法施行令第7条第3項に定める場
合を含む。）に係る株券等の株券等所有割合（金融商品取引法第27条の2第8項に
定義される。以下同じ。）がその者の特別関係者の株券等所有割合とを合計して
20％以上となる者をいう。

④ 「特別関係者」とは、金融商品取引法第27条の2第7項に定義される（当社取締役
会がこれに該当すると認めた者を含む。）。ただし、同項第1号に掲げる者について
は、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2
項で定める者を除く。

⑤ ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくは
その者と共同の支配下にある者として当社取締役会が認めた者、またはその者と
協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいう。「支配」とは、他の会
社等の「財務および事業の方針の決定を支配している場合」（会社法施行規則第3
条に定義される。）をいう。

2) 上記1）にかかわらず、下記①ないし④の各号に該当する者は、特定大量保有者また
は特定大量買付者に該当しないものとする。
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① 当社、当社の子会社（財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則第8条
第3項に定義される。）または当社の関連会社（財務諸表等の用語、様式および作
成方法に関する規則第8条第5項に定義される。）

② 当社を支配する意図がなく上記1）（ⅰ）の特定大量保有者に該当することになっ
たものである旨当社取締役会が認めた者であって、かつ上記1）（ⅰ）の特定大量
保有者に該当することになった後10日間（ただし、当社取締役会はかかる期間を
延長することができる。）以内にその保有する当社の株券等を処分等することによ
り上記1）（ⅰ）の特定大量保有者に該当しなくなった者

③ 当社による自己株式の取得その他の理由により、自己の意思によることなく、上
記1）（ⅰ）の特定大量保有者に該当することになった者である旨当社取締役会が
認めた者（ただし、その後、自己の意思により当社の株券等を新たに取得した場
合を除く。）

④ その者が当社の株券等を取得し保有することが当社の企業価値または会社の利益
ひいては株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者（上記1）（ⅰ）な
いし（ⅵ）に該当すると当社取締役会が認めた者についても、当社の企業価値ま
たは会社の利益ひいては株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めること
ができ、また、一定の条件の下に当社の企業価値または会社の利益ひいては株主
共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた場合には、当該条件が満たされて
いる場合に限る。）

3) 新株予約権を有する者は、当社に対し、自らが上記1）記載の（ⅰ）ないし（ⅵ）の
いずれにも該当せず、かつ、上記1）（ⅰ）ないし（ⅵ）に該当する者のために行使し
ようとしている者ではないこと、および新株予約権の行使条件を充足していること等
の表明保証条項、補償条項その他当社が定める事項に関する誓約文言ならびに行使に
係る新株予約権の内容および数、新株予約権を行使する日、当社株式の記録を行うた
めの振替口座（特別口座を除く。）等の必要事項を記載した書面ならびに法令等によ
り必要とされる書面を提出した場合に限り、新株予約権を行使することができるもの
とする。

4) 新株予約権を有する者が本（4）項の規定により、新株予約権を行使することができ
ない場合であっても、当社は、当該新株予約権を有する者に対して、損害賠償責任そ
の他の責任を一切負わないものとする。

（5）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備
金
新株予約権の行使により当社株式を発行する場合における増加する資本金および資本
準備金の額は、新株予約権無償割当て決議において別途定める額とする。

（6）新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要する。
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（7）当社による新株予約権の取得
1) 当社は、上記（3）項に規定する新株予約権の行使期間開始日の前日までの間いつで

も、新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社
取締役会が定める日をもって、全ての新株予約権を無償で取得することができる。

2) 当社は、当社取締役会が定める日の到来日をもって、上記（4）項1）の規定により新
株予約権を行使することができない者以外の者が有する新株予約権のうち、当該取締
役会の定める日の前日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、新株予約
権1個につき対象株式数の当社株式を交付することができる。

3） 上記（4）項1）の規定により新株予約権を行使することができない者が有する新株予
約権について、一定の行使条件や取得条項が付された別の新株予約権を対価として取
得する旨の取得条項を新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が決定するこ
とがある。

（8）合併、会社分割、株式交換および株式移転の場合の新株予約権の交付およびその条件
新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が決定する。

（9）新株予約権証券の発行
新株予約権については新株予約権証券を発行しない。

（10）法令の改正等による修正
上記で引用する法令の規定は、2026年2月9日現在施行されている規定を前提としてい
るものであり、同日以後、法令の新設または改廃により、上記各項に定める条項ない
し用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合には、当社取締役会において、当該
新設または改廃の趣旨を考慮の上、上記各項に定める条項ないし用語の意義等を適宜
合理的な範囲内で読み替えることができるものとする。

以上
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当社株券等の大量買付行為開始時のフローチャート
当社の株券等に対する大量買付行為について、

当社が公表した買収への対応方針に定められた手続の遵守を要請

（手続が遵守された場合）

大量買付者による買付提案書の提出

記載内容が不十分

取締役会評価期間
最大60日/90日以内

記載内容が十分

（手続が遵守されない場合）

当社取締役会による追加情報
提供の要求（10日以内、回答
期限60日以内）

本プランに定める手続を遵
守しない大量買付行為であ
ると認められる場合

当社取締役会の検討手続
（当社の企業価値および会社の利
益ひいては株主共同の利益を著し
く害するか）
・情報収集、代替案の検討
・大量買付者との協議・交渉
・外部専門家等からの助言の取得

独立委員会の検討手続
・外部専門家等からの助言の
取得
・取締役会に対して対抗措置
の発動の是非について勧告

・当社取締役会による必要情報受領の確認
・大量買付者および独立委員会に検討開始を通知

企業価値および会社
の利益ひいては株主
共同の利益を著しく
害する場合でない

企業価値および会社の
利益ひいては株主共同
の利益を著しく害する
場合

株主の皆様の意思を直
接確認することが実務
上適切

大量買付者による手続
不遵守を確認

諮問

勧告

独立委員会が発動を勧告

取締役会による決議（独立委員会の勧告を最大限尊重）

対抗措置発動せず 対抗措置発動
（新株予約権の無償割当て等）

株主意思確認総会による決議
対抗措置
発動不承認

対抗措置
発動承認

― 65 ―

【参考】

（注）本フローチャートは、本プランの手続の概要を記載したものです。詳細につきましては本文をご参照くだ
さい。
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N

Ｐ

首都高速
室町ランプ

内藤証券

中央警察署

日枝神社

東京証券会館

ローソン
茅場町
交番

ホテル
八重の翠
東京

ホテル
サードニクス
東京 ファミリー

マート

Tomod’s

スマイルホテル
東京日本橋

PMO
八重洲通

マツダ八重洲ショールーム

平成通り

新大橋通り日比谷線八丁堀駅 日比谷線茅場町駅

東
西
線
茅
場
町
駅

永
代
通
り

八
重
洲
通
り

鍛
冶
橋
通
り

鉄鋼会館

茅場町駅
12番出口

茅場町駅
２番出口八丁堀駅

A5a出口

株主総会会場ご案内図

会 場 鉄 鋼 会 館
（８階 801会議室）

〒103−0025 東京都中央区日本橋茅場町三丁目２番10号
TEL（03）3669−4855

◇東京メトロ東西線 茅場町駅（12番出口） 徒歩約５分

◇東京メトロ日比谷線 茅場町駅（２番出口） 徒歩約５分

◇東京メトロ日比谷線 八丁堀駅（Ａ５番出口） 徒歩約５分

ご注意
■駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいます
ようお願い申しあげます。
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